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資料４－１

重機作業に伴う

「作業計画書」について



安衛法違反の過去事例

平成２６年静岡県内における死亡災害事例

労基署 発生年月日 業種 起因物型 発生状況

三島 平成26年
12月23日（火）
8時～9時

土木工事業 掘削用機械
激突され

寺の敷地の法面造成工事において、
バックホウに専用のつり具を用い、３７
ｋｇのブロック２８個を高さ約４．５ｍ
位置から下ろす作業を行っていたところ、
重機がバランスを崩し転落した。下方に
いた労働者に重機のバケットが激突し死
亡した。

なお、当該重機は移動式クレーン仕様
であるが、災害発生時はクレーンモード
にしておらず、定格荷重０．９ｔ（作業
半径７．３ｍ）に対して約１．３ｔの荷
（つり具を含む）を吊っていた。
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（元請Ａ社）

（下請Ｂ社）

現場代理人
（死亡）

安衛法第30条第1項第5号 違反の疑い
（主要な機械等の配置に関する計画作成がなされていない）

両罰規定

両罰規定

職長
重機オペ
（重傷）

元請責任

罰金30万円

罰金20万円

罰金20万円

被疑者死亡で
不起訴処分起訴猶予処分

安衛法第61条第2項
「就業制限」違反
（無資格運転）

安衛法第20条第1項 違反
（移動式クレーンの転倒等による危険防止のため、作業方法が定められていない）

事業者責任
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「事業者」の講ずべき措置等

【安衛法 第20条第1項】

第1号 事業者は、機械等による危険を防止するため

必要な措置を講じなければならない。

② 「作業計画」の作成

① 作業場所の調査

③（元請にﾁｪｯｸ依頼※）

④ 関係労働者に周知

車両系荷役運搬機械【安衛則第151条の3】

車両系建設機械 【安衛則第155条】

高所作業車 【安衛則第194条の9】

移動式クレーン 【ｸﾚｰﾝ則第66条の2】

※ポンプ車、機体重量３ｔ以上の
車両系建設機械、吊上げ荷重３ｔ
以上の移動式クレーンを使用する
場合のみ元請にチェック依頼



「特定元方事業者」等の講ずべき措置等

【安衛法 第30条第1項】

特定元方事業者は、労働災害を防止するため次の事項に関する

必要な措置を講じなければならない。

第5号 主要な機械の配置計画、関係請負人への指導

「施工計画」の作成 下請業者作成の作業計画が
関係法令及び「施工計画」に
適合しているか確認、必要な
場合に指導



作業計画書の作成例

以上


